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小型電子機器等小型電子機器等小型電子機器等小型電子機器等リサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステム構築実証事業構築実証事業構築実証事業構築実証事業についてについてについてについて    

 

 循環型社会の形成等を目的とした「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する

法律」（通称「小型家電リサイクル法」）が平成２４年８月に成立し、平成２５年４月１

日に施行となりました。この法律の趣旨を踏まえ、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の連名で

平成２５年度「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」（市町村提案型）に

申請し、環境省より事業計画が採択されました。 

 

１１１１    計画計画計画計画のののの概要概要概要概要    

 市民のみなさんから排出される使用済小型電子機器等を回収するとともに、回収され

た小型電子機器等について、分別・解体・選別・破砕などの中間処理を行い、貴金属や

レアメタルを含む有用金属の回収などを実施します。 

    

２２２２    回収方法回収方法回収方法回収方法：：：：拠点回収及拠点回収及拠点回収及拠点回収及びイベントびイベントびイベントびイベント回収回収回収回収    

市民センター等の公共施設に回収ボックスを設置し、市民のみなさんが直接回収ボッ

クスにいれていただいた使用済小型電子機器を回収します。また、環境フェア等のイベ

ントでも使用済小型電子機器を回収します。（詳細は市ホームページや広報ふじさわな

どで別途お知らせいたします。） 

    

３３３３    対象品目対象品目対象品目対象品目：：：：１７１７１７１７品目品目品目品目（（（（ボックスのボックスのボックスのボックスの投入口投入口投入口投入口にににに入入入入るるるる大大大大きさきさきさきさののののものにものにものにものに限限限限りますりますりますります））））    

携帯電話、ＰＨＳ、電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＭＤプレーヤー、デジ

タルオーディオプレーヤー（フラッシュメモリ、ＨＤＤ）、ＣＤプレーヤー、デッキを

除くテープレコーダー、ＩＣレコーダー、補助記憶装置、電子書籍端末、電子辞書、電

卓、据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム 

    

４４４４    事業期間事業期間事業期間事業期間    

 平成２５年１０月から平成２６年３月下旬までを事業期間として予定しています。 

※事業期間以降も継続して使用済小型電子機器を回収する予定です。 

 

 

 


